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重要 西条市立玉津小学校

校 長 田口孝宣

新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業について

西条市教育委員会より連絡があり、下記の通り臨時休業の措置をとることが決

まりました。以下の点に留意して対応願います。

記

１ 臨時休業の期間

令和２年３月４日(水)から当面の間（登校再開の指示があるまで）

＊３月２日（月）～３日（火）は通常授業（給食あり）

２ 臨時休業中の生活について。

ア 自宅待機であるため、不用な外出はしない。

イ 家庭においても、「手洗い・うがい」「早寝早起き」「バランスのとれた食

生活」「睡眠（休養）」について気を付ける。

ウ やむをえず外出する時はマスクを着用し、できるだけ人込みは避ける。

３ その他

ア 児童生徒及び家族の中で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、直

ちに玉津小学校（TEL 0897-56-3161）にご連絡ください。

イ 今後の予定等につきましては、連絡メールやホームページ等でお知らせし

ますので、気を付けて見ておいてください。

現時点

〇 児童クラブは、２日（月）３日（火）は通常通り実施します、４日（水）

からは、西条市役所子育て支援課からの連絡待ちです。

〇 予定していた消防クラブのマイク放送は中止します。


